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登
録
制
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス

　
放
送
内
容
を
、
放
送
と
同
時
に
メ
ー
ル
で

配
信
し
ま
す
。

登
録
用
二
次
元

バ
ー
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら
  →
 

防
災
行
政
無
線
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
放
送
内
容
が
、自
動
音
声
で
流
れ
ま
す
。

☎
０
８
０
０（
８
０
０
）８
８
４
８（
無
料
）

　
ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
放
送
内
容

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

総
務
課
　
防
災
・
危
機
管
理
グ
ル
ー
プ

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
２
５（
直
通
）

　
町
で
は
、
毎
月
第
３
水
曜
日
（
午
前
９
時

～
　
時
　
分
）
に
健
康
相
談
の
時
間
を
設
け

11

30

て
い
ま
す
。
自
分
や
家
族
の
こ
こ
ろ
・
か
ら

だ
の
健
康
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
お
気
軽
に

町
の
保
健
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
ご
希
望
の
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
予
約
・
問
合
せ
先
】

健
康
増
進
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
３
４（
直
通
）

※
妊
産
婦
な
ら
び
に
０
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の

18

子
ど
も
と
そ
の
ご
家
族
の
方
は
、こ
ど
も
家

庭
セ
ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　
こ
ど
も
課

☎
０
２
９（
２
４
０
）７
１
２
９

　
令
和
７
年
　
月
、
茨
城
県
に
お
い
て
主
要

11

な
農
作
物
で
あ
る
サ
ツ
マ
イ
モ
に
深
刻
な
被

害
を
も
た
ら
す
「
サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病
」
が

発
生
し
ま
し
た
。

　
サ
ツ
マ
イ
モ
が
本
病
に
感
染
す
る
と
葉
や

茎
が
枯
れ
た
り
、
い
も
が
腐
敗
し
て
収
穫
量

が
大
き
く
減
少
す
る
ほ
か
、
そ
の
ま
ま
放
置

す
る
と
周
囲
の
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
に
も
感
染
を

拡
げ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
茨
城
県
で
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
安
定
生
産
を

図
る
た
め
、
本
病
の
基
本
的
な
対
策
で
あ
る
、

病
原
菌
を
畑
に
「
持
ち
込
ま
な
い
」
、
栽
培

期
間
中
に
病
原
菌
を
「
増
や
さ
な
い
」
、
収

穫
後
に
病
原
菌
を
「
残
さ
な
い
」
対
策
に
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
サ
ツ
マ
イ
モ
を
本
病
か
ら
守
る
た
め
に
は
、

茨
城
県
全
体
で
防
除
対
策
を
確
実
に
講
じ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
苗
の
消
毒

や
畑
の
排
水
対
策
等
の
実
施
を
お
願
い
し
ま

す
。

【
問
合
せ
先
】

茨
城
県
県
央
農
林
事
務
所
　
経
営
・
普
及
部
門

☎
０
２
９（
２
２
７
）１
５
２
１（
直
通
）

　「
土
地
を
一
時
的
に
資
材
置
場
と
し
て
貸
し

て
ほ
し
い
」、「
良
い
土
で
土
地
を
埋
め
立
て
て

あ
げ
ま
す
」な
ど
と
、
う
ま
い
話
を
持
ち
か
け

ら
れ
、
安
易
に
同
意
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、

廃
棄
物
を
不
法
投
棄
さ
れ
た
り
、
無
許
可
で

建
設
残
土
を
埋
め
立
て
ら
れ
た
り
す
る
事
例

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
責
任
や
処
理
費
用
の
負
担
は
、

行
為
者
だ
け
で
な
く
、
土
地
所
有
者
に
及
ぶ

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
野
焼
き
に
つ
い
て
は
、
環
境
汚
染
の

原
因
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
ほ
か
、
火
災
に
つ

な
が
る
危
険
性
も
あ
り
ま
す
。

　
不
法
投
棄
、
野
焼
き
、
不
適
正
な
残
土
埋

立
て
を
発
見
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
「
不
法
投
棄
１
１
０
番
」
ま
で
通
報

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
受
付
時
間

　
午
前
８
時
　
分
～
午
後
５
時
　
分
（
土
・

３０

１５

日
・
祝
日
を
除
く
）

※
受
付
時
間
外
は
最
寄
り
の
警
察
署
ま
で
ご

　
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】　
 茨
城
県
廃
棄
物
規
制
課

☎
０
２
９
（
３
０
１
）
３
０
３
５

　
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
は
、
毎
年
、
更

新
申
請
が
必
要
で
す
。
受
付
期
間
内
に
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
、
茨
城
県
よ
り
５
月
に
お
送
り
し

た
更
新
手
続
き
の
ご
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

茨
城
県
中
央
保
健
所

☎
０
２
９（
２
４
１
）０
１
０
０

防
災
行
政
無
線
の
放
送
内
容
の
確
認
に
ご

利
用
く
だ
さ
い

指
定
難
病
特
定
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

申
請
を
忘
れ
ず
に

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
健
康
相
談

（
事
前
予
約
制
）

サ
ツ
マ
イ
モ
基
腐
病
対
策
を
徹
底
し
、

茨
城
県
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
守
り
ま
し
ょ
う
！
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不
法
投
棄
１
１
０
番

☎
０
１
２
０
（
５
３
６
）
３
８
０

　（
い
つ
も
み
ん
な
で
む
ら
な
く
み
は
れ
）

注
意
！

あ
な
た
の
土
地
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す
！


